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建設水道常任委員会 
 

令和３年６月８日午前９時００分から第１会議室で開かれた。 

 

１．出席委員 

◎奥村 容子    ○齋藤 文夫     中川 靖広  

 嶋田 善行     井上 卓也     木澤 正男 

  伴 議 長 

 

２．理事者出席者 

町     長  中西 和夫    副 町 長  乾  善亮 

総 務 部 長  巻 昭男    都市建設部長  上田 俊雄 

建設農林課長  手塚  仁    同 課 長 補 佐  田中 弘二  

同 課 長 補 佐  平本 吉男    都市創生課長  本庄 徳光 

同 課 長 補 佐  柳井孝一朗    上下水道課長  猪川 恭弘 

同 課 長 補 佐  上田 和弘 

 

３．会議の書記 

    議会事務局長         佐谷 容子    同  係  長  吉川 也子 

 

４．審査事項 

    別紙のとおり 
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課長 

 

 

 

建設農林

課長 

 

 

 

 

開会（午前９時００分）  

署名委員  嶋田委員、井上委員 

 

おはようございます。全委員出席されておられますので、ただいまから、建

設水道常任委員会を開会し、本日の会議を開きます。 

初めに、町長の挨拶をお受けいたします。 中西町長。 

 

（ 町長挨拶 ） 

 

最初に、本委員会の会議録署名委員を私より指名をいたします。 

署名委員に嶋田委員、井上委員のおふたりを指名をいたします。おふたりに

は、よろしくお願いをいたします。 

本日予定をしております審査案件は、お手元に配布しておりますとおりであ

ります。 

初めに、本会議からの付託議案についてであります。 

まず初めに、１．付託議案、（１）認定第２号 町道認定及び廃止について

を、議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 手塚建設農林課長。 

 

それでは、認定第２号 町道の認定及び廃止について、ご説明申しあげま

す。最初に議案書を朗読させていただきます。 

 

（ 議案書朗読 ） 

 

本議案につきましては、いかるがパークウェイの管理区分について、国と覚

書を締結したことにより新たに３路線を道路法第８条第１項の規定により町道

に認定するものであり、同法第８条第２項の規定により議会の議決をお願いす

るものであります。また、町道１路線を道路法第１０条第１項の規定により、

廃止をお願いするもので、道路法第８条第２項の規定を準用する同法第１０条

第３項の規定により議会の議決をお願いするものであります。 
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中川委員 

 

委員長 

 

それでは、整理番号の順に、各路線の説明をさせていただきます。恐れ入り

ますが、資料１をごらんください。 

資料の１ページが認定する３路線及び廃止する１路線の一覧表でございま

す。２ページが認定する各路線の位置図、３ページが廃止する路線の位置図、

４ページ、５ページが、各路線の詳細図となっております。 

資料の４ページ、右上に整理番号１から３と記載しております資料により認

定路線の説明をいたします。まず、整理番号１の町道５８６号線ですが、本路

線は、斑鳩町稲葉西１丁目４７８番２先を起点とし、稲葉西２丁目４０３番１

先を終点とする延長２１６．１メートル、最大幅員が１４．２メートル、最小

幅員が５．５メートルの道路でございます。次に、整理番号２の町道５８７号

線ですが、本路線は、斑鳩町稲葉西１丁目４７９番２先を起点とし、稲葉西２

丁目４０３番１先を終点とする延長２４６．８メートル、最大幅員が９．５メ

ートル、最小幅員が５．５メートルの道路でございます。次に、整理番号３の

町道５８８号線ですが、本路線は、斑鳩町稲葉西２丁目３７９番７先を起点と

し、同所３７９番７先を終点とする延長８．９メートル、最大幅員が１５．３

メートル、最小幅員が９．６メールの道路でございます。 

続きまして、５ページの資料により廃止路線の説明をいたします。整理番号

４が廃止する町道５０２号線ですが、本路線は、斑鳩町稲葉西２丁目４２２番

１先を起点とし、稲葉西１丁目３６１番１先を終点とする延長４３３．３ｍ

で、いかるがパークウェイの整備に伴い廃止するものでございます。 

以上、認定第２号 町道の認定及び廃止についての説明とさせていただきま

す。よろしくご審議を賜り、原案どおり認定及び廃止いただきますよう、よろ

しくお願い申しあげます。 

 

説明が終わりましたので、質疑をお受けいたします。 中川委員。 

 

黄色い色付けしてくれてあるところが、今、認定する部分でええのかな。 

 

手塚建設農林課長。 
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建設農林

課長 
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建設農林

課長 

中川委員 

 

建設農林

課長 

 

委員長 

 

木澤委員 

 

 

委員長 

 

建設農林

課長 

 

そうでございます。 

 

この白いところは国道というんか、パークウェイと、あとは国の国有地とい

う認識でええの。 

 

黄色の線のまん中にパークウェイの本線がございまして、これが高架の道路

になっておりまして、これが国が管理する国道、また黄色の両端、黄色の線の

北側と南側に白い歩道部分がございます、これにつきましては国の管理する歩

道となっております。 

 

これパークウェイ整備するときに、この黄色の町道の認定するところも国が

整備してんやんな。 

 

 そのとおりでございます。 

 

 これは費用負担はないの、町の。 

 

 基本的に、もともと町道があった部分の現況復旧ということで、町の費用負

担はございません。 

 

 ほかによろしいですか。 木澤委員。 

 

 認定そのものには別に異議はないんですけれど、これってここには書いてな

いけれども、一方通行になっているんですかね。 

 

 手塚建設農林課長。 

 

北側の路線につきましては、東に向かって一方通行、南側の町道につきまし

ては、西へ向かっての一方通行となっております。 
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委員長 

 

 

 

たぶん地元の人らはわかってはるし、いろいろ作る時にもお話聞いてはると

思うんですけど、よそから通ろうと思ったときに、こないだちょっと通ってみ

たんですけれど、一方通行になっているのがちょっとわかりにくいかなと思っ

たんですけど、何かそんな声って聞いてないですか。 

 

１件、北側の道に関しまして、パークウェイ本線から下っていったところの

一部分で、ちょっと一方通行かどうかとうのがわかりにくいという点が最近問

い合わせでございまして、それにつきましては、現在看板の位置とか白線でわ

かりやすく処理する等の処置を今、警察と協議し検討しているところでござい

ます。それ以外は、特に一方通行等々でわかりにくいといった問い合わせ等は

ございません。 

 

整備されて今後、やっぱり、ここじゃない、人が通るときにそういう声があ

るかもしれませんので、また随時対応をお願いします。 

 

ほかにございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

これをもって、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。 

本案については、当委員会として、原案どおり認定することにご異議ござい

ませんか。 

 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。 

よって、認定第２号については、当委員会として、満場一致で認定すべきも

のと決しました。 

次に、２．継続審査を議題といたします。 
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（１）都市基盤整備事業に関することについて、理事者の報告を求めます。 

本庄都市創生課長。 

 

おはようございます。それでは、継続審査 都市基盤整備事業に関すること

についてご報告を申しあげます。 

はじめに、いかるがパークウェイの整備についてでございます。 

三室、紅葉ヶ丘区間におきましては、引き続き、側道からの町道部分につい

て、電線共同溝の工事を行っているところでございます。次に、五百井、興留

区間について、引き続き、事業用地の取得に向け、地権者、権利関係者との交

渉が進められているところでございます。なお、埋蔵文化財の発掘調査につき

ましては、奈良国道事務所、奈良県、斑鳩町の三者による協議を行いまして、

早期に調査を実施するため、昨年度と同様、町で発掘調査を受託し、実施する

よう調整を進めているところでございます。次に、事業促進にかかる要望活動

について、７月から８月にかけまして、国及び県に対し、令和４年度政府予算

編成に関する要望活動も行っていく予定をしております。 

次に、ＪＲ法隆寺駅周辺整備についてでございます。 

前回の本委員会でご報告させていただきました、奈良県と斑鳩町とのまちづ

くりに関する連携協定に基づく、まちづくり基本構想の策定にかかる業務委託

につきまして、去る５月２７日に入札を執行し、落札者である玉野総合コンサ

ルタント株式会社奈良事務所と契約を締結いたしましたので、ご報告をさせて

いただきます。引き続き、県との協議、調整を継続的に行いますとともに、で

きるだけ早期に、まちづくり基本構想を策定できるよう進めてまいります。 

今後、進捗に合わせまして、適時、本委員会にもご報告させていただきたい

と考えておりますので、よろしくご理解を賜りたいと思います。 

以上、継続審査 都市基盤整備事業に関することについてのご報告とさせて

いただきます。 

 

報告が終わりましたので、質疑、ご意見があれば、お受けをいたします。 

木澤委員。 
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パークウェイの関係で１点確認をさせていただきたいんですけれども、県道

から東側の地域が測量調査についても反対の意思を示してはって、計画自体を

見直してほしいということを、昨年の国が開いた説明会の際にですね、意見が

あがっていて、国のほうもそれについては直接担当のほうで判断ができないの

で、評価委員会の中で結果が出たら報告をするという形になっているんですけ

ど、国のほうの評価委員会が年間数回開かれるということで、どの段階でいか

るがパークウェイ、このバイパスが議題にあがるかわからないという返事で、

こちらのほう、そこの住民さんもちょっとやきもきしてはるんですよね、町で

情報収集していただいて、どの、何月の評価委員会にパークウェイが議題にあ

がるよというのがわかりましたら、できれば事前に情報いただきたいなと思う

んですけど、それは可能ですかね。 

 

奈良国道事務所にも一度確認をさせていただきまして、予定等が既にに決ま

っている、あるいは一定情報提供させていただける内容がございましたら、ご

報告させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

ほかにございませんか。 井上委員。 

 

再度確認なんですけど、五百井、興留区間の買収の進捗率ですね、何パーセ

ント、それといつぐらいをめどに工事のほうを完了するという話、めど、教え

てもらえませんでしょうか。 

 

今現在、８割の用地買収が進んでいるということで、認識をしております。 

また、工事の関係につきましては、用地買収等々の進捗状況によるかと思い

ます。また、今年度予算ですべての用地を購入できるという状況には至ってお

りませんので、その後に国のほうの予算のつき方をもって工事の予定が決まっ

てくるというようなところで、今、現時点では具体的に何年度から工事に入る

というようなことは、奈良国道事務所のほうからもいただいてないということ

でご理解お願いしたいなと思います。 
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ほかにございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

これをもって、質疑を終結いたします。 

継続審査については、報告を受け、一定の審査を行ったということで終わり

ます。 

次に、３．各課報告事項を議題といたします。 

（１）議案第２３号 令和３年度斑鳩町一般会計補正予算（第６号）につい

て、理事者の報告を求めます。 

上田都市建設部長。 

 

それでは、議案第２３号 令和３年度 斑鳩町一般会計補正予算（第６号）

についてのうち、当委員会の所管に関することにつきまして、ご説明申しあげ

ます。補正予算書の事項別明細書により説明させていただきます。７ページを

お願いいたします。 

歳入でございます。第１５款 国庫支出金 第２項 国庫補助金 第１目 

総務費国庫補助金で、新型コロナウィルス感染症対応地方創生臨時交付金で７

千万円の増額で、地域振興券発行にかかる補正でございます。 

次に、第２２款 町債 第１項 町債 第１目 総務債 第１節 文化振興

センター設備改修事業債で６７０万円の増額で、いかるがホールトイレ改修工

事にかかる補正でございます。 

次に、歳出でございます。９ページをお願いいたします。第２款 総務費 

第１項 総務管理費 第６目 企画費 工事請負費で、６７７万７千円の増額

補正をお願いするものでございます。指定避難場所感染症対策事業として、い

かるがホールの和式便器トイレの洋式化を行う費用でございます。 

次に、１１ページをお願いいたします。第６款 商工費 第１項 商工費 

第２目 商工業振興費で８,８２２万円の増額補正をお願いするものでござい

ます。内容といたしまして、５月の委員会でご報告いたました、（仮称）斑鳩

町地域振興券の発行事業に要する費用で、第１０節 需用費で案内チラシ等の
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印刷製本費として、３９万７千円、第１１節 役務費で、郵送等の通信運搬費

として、５２２万円、第１２節 委託費で、地域振興券の作成、換金等の業務

委託として２８０万３千円、第１８節 負担金補助及び交付金では、２万８,

５００人に１，４００円の地域振興券を２枚、合計２，８００円分の振興券費

用、７,９８０万円を計上いたしております。 

最後に、４ページをお願いいたします。第２表 地方債補正でございます。

下段の（変更）でございます。起債目的 １、文化振興センター設備改修事業 

補正前限度額４,７５０万円に６７０万円を加え、補正後限度額を５,４２０万

円に変更をお願いするものでございます。先ほどご説明いたしました、いかる

がホールトイレ改修工事に伴う補正でございます。 

以上、議案第２３号 令和３年度 斑鳩町一般会計補正予算（第６号）につ

いてのうち、当委員会所管に関するものについての説明とさせていただきま

す。よろしくお願い申しあげます。      

 

報告が終わりましたので、質疑、ご意見があれば、お受けいたします。 

木澤委員。 

 

地域振興券ですけど、前回やっていただいたクーポン券と同じように郵送と

いう形でやっていただいて、事務費が以前のプレミアム商品券と比べてだいぶ

安くなっているというふうにお聞きしているんですけども、実際、率的にはど

れぐらい変わっているのか、ざくっとで構いませんので教えてもらえますか。 

事務費の比率ですね、全体の事業費における。 

 

本庄都市創生課長。 

 

のちほどお答えさせていただきます。 

 

ほかにございませんか。 

 

（ な  し ） 
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議案第２３号 令和３年度斑鳩町一般会計補正予算（第６号）は、当委員会

の所管にかかる事項について報告を受けたことを確認いたします。 

次に、（２）斑鳩町コミュニティバスの利用状況について、理事者の報告を

求めます。 本庄都市創生課長。 

 

それでは、各課報告事項の２つ目でございます、斑鳩町コミュニティバスの

利用状況につきまして、ご説明をさせていただきます。本日、お配りしており

ます、資料２、斑鳩町コミュニティバス利用状況をお願いいたします。 

資料の１ページ１、コミュニティバス実証運行期間の利用状況の１の１、利

用者数の比較についてでございます。昨年度、令和２年度は、４月から、王寺

駅への乗入れを行いますととともに、一部運行ルートの見直しを行ったところ

でございます。令和２年度のコミュニティバスの利用状況でございますが、令

和２年４月７日から５月２５日までの緊急事態宣言の発令に伴う公共施設の臨

時休館など、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、年度当初の４月と５

月の２か月間の利用者数は、対前年度１，６３９人、４２％の減となったとこ

ろでございます。６月以降、利用者数は回復をし、最終的に、令和２年度の利

用者数は、１年間で２２，７３８人となり、対前年度６５４人、２．８％の減

となったところでございます。１便あたりの平均利用者数は、令和元年度は、

１６．３人、令和２年度は、１５．８人となっております。 

２ページをお願いいたします。１の２、月別利用者数の比較でございます。

グラフ青色の令和２年度では、利用者が最も多い月が、１０月の１日あたり７

８．８人、最も少ない月が緊急事態宣言下であった４月の１日あたり３６．８

人となっております。次に、１の３、曜日別利用者数の比較でございます。令

和元年度、令和２年度とも、概ね同じ傾向であり、火曜日と金曜日の利用者が

多く、日曜日の利用者が少ない結果となっております。 

３ページをお願いいたします。１の４、王寺駅の乗降客数でございます。令

和２年度の１年間で、王寺駅からの乗車客数は４，１３８人で、月平均３４

４．８人、降車客数は５，２２８人で、月平均４３５．７人、乗車客数と降車

客数の合計は９，３６６人で、月平均７８０．５人となっております。４ペー

ジをお願いいたします。１の５、笠町、王寺駅乗継助成金実績と王寺駅乗入れ
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委員長 

 

 

木澤委員 

 

 

委員長 

 

都市創生

課長 

 

木澤委員 

に伴う奈良交通への負担金実績です。令和元年度の笠町、王寺駅乗継助成金の

合計は２３９，７００円で、１年間で１，２６３人のご利用がございました。

令和２年度における王寺駅乗入れに伴う奈良交通への負担金の合計は１７７万

４，７７０円で、利用人数は１年間で９，３６６人となっております。 

５ページをお願いいたします。１の６、バス停別利用者数の比較でございま

す。このページにございます２つの表は、乗車又は降車する利用者が多いバス

停を、それぞれ上位１０番目まで抽出したものでございます。 

令和元年度は、乗車降車ともに、ふれあい交流センターが最も利用者が多く

ございましたが、令和２年度は、乗車降車ともに王寺駅が最も多くご利用いた

だいたバス停となっております。６ページをお願いいたします。１の７、バス

停乗降車数の比較でございます。６ページには、令和２年度の乗車降車数の多

いバス停の順番に並べ、令和元年度と比較をして、整理をしております。 

７ページをお願いします。１の８、料金支払い方法として、運賃収入にかか

る現金、ＩＣカード、回数券のそれぞれの割合を表したものでございまして、

現金での支払いが最も多く、ついでＩＣカードでの支払いとなっております。 

以上、斑鳩町コミュニティバスの利用状況についてのご報告とさせていただ

きます。よろしくお願い申しあげます。 

 

報告が終わりましたので、質疑、ご意見があれば、お受けいたします。 

木澤委員。 

 

７ページのところの１日フリー券の利用率１．８％となってますけど、これ

は主に観光客の方ですか。 

 

本庄都市創生課長。 

 

申し訳ございません、どういった方がご購入されたかまではちょっと把握し

てないということで、よろしくお願いいたします。 

 

時期的に６月に１．８％ということで。作って使っていただけるのはありが
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嶋田委員 

 

 

 

たいんですけど、また傾向等掴んでいただきたいんで、お願いしておきます。 

 

嶋田委員。 

 

これ王寺駅の乗降客が多いということなんですけども、笠町から王寺駅に行

ってはる人なんか、それともほかから乗って最終的に王寺で降りられる、また

王寺から乗られて笠町で降りられるんやなしに、笠町以外のところで降りられ

る、その人数割合っていうのわかりますか。 

 

本庄都市創生課長。 

 

本日お配りしております資料の６をご覧いただきたいと思います。こちら

で、令和元年度と令和２年度のそれぞれの乗降客数の比較をさせていただいて

おります。例えば乗車でございましたら、左の乗車でございましたら、上から

５つ目の河藪橋が対前年度１５３．６％、三室山下が１３８．８％、龍田ネオ

ポリス１３０．２％、竜田大橋１９３．１％、その下の龍田ネオポリス口１４

５．５％、またもう少し下っていただきまして三室休日診療所１２０．７％

等々となっております。また、降車のほうですが、上から７つ目の河藪橋が２

６８．５％、中段ネオポリスが１７８％、下っていただきまして例えば西里の

ほうが１９６．６％ということで、今現在、アンケート等で乗車場所、降車場

所というようなことで取れてない状況ではございますけれども、今、嶋田委員

さんおっしゃっていただきますように、笠町からの乗降客ということではなく

て、多方面から王寺駅のほうに乗っておられる、今回、王寺駅に乗り入れるこ

とによりまして、新たなニーズが出てきていると、ニーズに対応させていただ

けているということで、認識をしているところでございます。 

 

わかりました。これ見るとやはり龍田地区の方が王寺に行かれるいう形です

ね。この東回りっていうんですか、ＡなんかＢなんかちょっとわからへん、東

回りの方が利用されているということは、これではちょっと読み取れませんわ

ね。そこらへんどういうふうに考えてはります。 
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課長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

こちらのほうですけれども、東の方でございます。例えば昨年度、短期間で

はございましたけども、アンケート等も取らせていただいてます。また、王寺

駅乗入れ後、問題はないかということで、職員も乗車させていただきながら、

確認もさせていただいております。その中で確かに全体的には西側の方のご利

用が王寺駅に対しては、多いのかなというところではございますけれども、興

留地区の方が王寺のほうまでお買い物されたりとかいうことも実際に確認もし

ておりますので、割合としては少ないのかなというところではございますけれ

ども、一定、東の方もご利用いただいているということで、今後コロナウィル

ス等の収束状況等が落ち着きましたら、あるいはそのあたりでどういった形で

利用状況が変わってくるのか、引き続き効果検証等もしっかりとはかっていき

たいなと思っておりますので、ご理解よろしくお願いいたします。 

 

伴議長。 

 

７ページの料金ですけど、以前も一度聞いたことあるように思いますけど、

料金を払われている方、利用者の中の比率ですな、そんなに大きくなかったと

思いますけど、そのあたりどれぐらいの方が料金払ってくれてますのやろ。 

 

一昨年度はおおむね７０歳以上の方が８割程度だったかと思いますので、逆

に言いますと、２割程度の方が料金をお支払いをいただいておったというとこ

ろかなと思います。昨年度で確認をいたしますと、７０歳以上の方がアンケー

ト調査ではございますが６７．８％となっておりますので、３１、２％の方が

乗車料金のほうをお支払いいただいているということでございます。 

 

もう１点。無料で中学生まででしたかな、子どもたちの利用はあるんですか

な。ちょっと高齢者のほうに目がいってます、支援で。いってますけども、や

はりいろんな形で子どもたちというのもひとつ利用というのを促進していかな

あかん部分があると思うんですが、そのあたりどんな状態ですやろ。 
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実際の中学生未満の方につきましては、今後、乗車等する中でアンケート等

も取りながら確認もしていきたいと思います。資料の４ページをご覧いただき

たいんですけれども、こちら、奈良交通の負担金実績のところではございま

す。王寺駅での乗り降りをされた方ということで、小人５３人ということで、

記載をさせていただいておりまして、一定数のご利用はあるのかなということ

で認識はしているところでございます。 

 

ほか、よろしいでしょうか。 

 

（ な  し ） 

 

次に、（３）地域文化財総合活用推進事業（世界文化遺産）の採択結果につ

いて、理事者の報告を求めます。 本庄都市創生課長。 

 

それでは、地域文化財総合活用推進事業（世界文化遺産）の採択結果につき

まして、ご報告させていただきます。資料は、本日お配りしております、資料

の３でございます。本事業は、世界文化遺産都市が行う、情報発信、普及啓発

事業などに対する文化庁の補助金制度、文化芸術振興費補助金でございまし

て、補助率は、原則１００％となっているところでございます。 

補助対象者は、地域の文化遺産または世界文化遺産の構成資産の所有者、保

護団体等によって構成される実行委員会等となっており、市町村で直接受ける

ことはできないこととなっております。このことから、当町では、法隆寺、斑

鳩町、斑鳩町教育委員会、斑鳩町文化振興財団等により構成する世界文化遺産

地域連携会議斑鳩プロジェクトチームが事業実施主体となっているところでご

ざいます。昨年１２月に、文化庁への補助要望を行いまして、本年４月１日付

けで、国から採択結果の通知がございましたので、資料にもとづき、その採択

結果についてご報告をさせていただきます。 

資料にお示しをしておりますとおり、７事業、事業費では１，０２６万円に

ついて要望のほうをしておりましたが、当初５年間の計画に登載していた１番

から４番の４事業分、５５８万３千円のみが採択、５番から７番の新規の３事
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業は不採択となったところです。採択されましたのは、奈良斑鳩里めぐりＭＡ

Ｐの作成、ホームページの掲載、欧米観光見本市等への出展、東京斑鳩リレー

セミナーの開催、海外向けサイトへのＰＲ記事の掲載の４事業でございまし

て、そのうち、海外向けサイトへのＰＲ記事の掲載において、②でございま

す、ＭＡＴＣＨＡへのＰＲ記事の掲載が新たに採択されたところであり、事業

拡充してすすめてまいりたいと考えております。その他の事業概要は資料のと

おりでございますので、よろしくお願い申しあげます。 

以上、地域文化財総合活用推進事業、世界文化遺産の採択結果についてのご

報告とさせていただきます。よろしくお願い申しあげます。 

 

報告が終わりましたので、質疑、ご意見があれば、お受けいたします。 

木澤委員。 

 

不採択になった理由っていうのは、わかりますか。 

 

本庄都市創生課長。 

 

県にも確認をしておりまして、基本的にはこのコロナ禍ということもあるの

かなというところではございますけれども、基本的には新規事業には厳しい採

択結果になっているというところで確認をしているところでございます。 

 

ほかによろしいでしょうか。 

 

（ な  し ） 

 

次に、（４）令和２年度斑鳩町文化振興センター指定管理者事業報告につい

て、理事者の報告を求めます。 本庄都市創生課長。 

 

それでは、令和２年度斑鳩町文化振興センター指定管理者事業報告につきま

してご説明申しあげます。資料の４をお願いいたします。 
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斑鳩町文化振興センターにつきましては、公益財団法人斑鳩町文化振興財団

を指定管理者とし、管理運営を行っております。斑鳩町文化振興財団の令和２

年度の事業報告については、本会議初日にご報告させていただいたところです

が、本日は、指定管理者の事業報告につきまして、ご説明を申しあげます。 

はじめに、資料の１ページ、令和２年４月１日から令和３年３月３１日の間

にかかります、斑鳩町文化振興センター施設管理運営費でございます。 

まず、収入の部といたしまして、指定管理料収入、使用料収入、また、令和

２年度では、その他収入として、新型コロナウイルス感染症にかかる支援金等

として、町からの指定管理者感染症対策支援金３０万円、文化振興センター設

備維持支援金１千万円、さらには、文化施設の感染症防止対策事業にかかる国

庫補助金１５万６千円の計１，０４５万６千円を含め、収入合計は、１億９５

９万７，２６３円となっております。新型コロナウイルス感染症の影響により

まして、使用料収入は昨年度を大きく下回り、対前年度比１，２９２万９，３

５９円、５８．９％の減となったところでございます。 

次に、支出の部でございます。支出合計は、対前年度７４万６，９０３円増

の１億７６６万５，０９９円となっております。令和２年度では、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により、施設の利用件数が減少したことから、空調設備

等にかかります光熱水費は昨年度より減少をしておりますが、舞台運営管理業

務委託料や、再リース契約としていた施設管理システム等の更新による使用料

及び賃借料の増などにより、委託料と事務費を合わせまして、対前年度２７４

万７，９１９円４．６％の増となっております。一番下でございます。収支差

額は、１９３万２，１６４円となっており、この指定管理料収益額につきまし

ては、文化振興財団補助金に充当し、精算を行っております。 

裏面、２ページをお願いいたします。こちらは、斑鳩町文化振興財団にかか

ります収支計算書前年度比較、また、３ページには自主文化事業及び友の会会

員数の推移をお示しさせていただいております。議会初日の文化振興財団事業

報告と内容が重複等しますので、説明は割愛させていただきます。 

以上、簡単ではございますが、斑鳩町文化振興センター指定管理者の事業報

告とさせていただきます。よろしくお願い申しあげます。 
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報告が終わりましたので、質疑、ご意見があれば、お受けいたします。 

  

（ な  し ） 

 

次に、（５）令和２年度斑鳩の里観光案内所（法隆寺ｉセンター）及び斑鳩

町観光自動車駐車場指定管理者事業報告について、理事者の報告を求めます。 

本庄都市創生課長。 

 

それでは、令和２年度斑鳩の里観光案内所（法隆寺ｉセンター）及び斑鳩町

観光自動車駐車場指定管理者事業報告についてご説明をさせていただきます。 

資料５をお願いいたします。はじめに、１ページの３でございます。管理業

務の実施状況と利用状況についてでございます。まず、（１）管理についてで

ございます。一般社団法人斑鳩町観光協会が指定管理者として当該施設の運営

管理を行っております。観光案内所、法隆寺ｉセンターにつきましては、６人

のローテーションを組み、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を講じな

がら、安全安心な受入体制を整備し、円滑かつ的確な案内誘導を行っておりま

す。また、三井観光自動車駐車場につきましては、日々の清掃や除草を行い、

適正な管理を行っております。次に、（２）運営についてでございます。観光

案内所につきましては、ＪＲ法隆寺駅案内所との連携に努め、町内県内等の観

光情報また行事等の情報発信はもとより、公共交通機関の運行状況に関する情

報把握など、細やかな対応を行っております。三井観光自動車駐車場につきま

しては、法輪寺との情報共有を図り、日々対応していただいております。 

次に、（３）利用状況についてでございます。資料の２ページをお願いいた

します。斑鳩の里観光案内所、法隆寺ｉセンターの利用状況についてでござい

ます。新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、令和２年度の入場者数

は３４，９０９人で、前年度比で約６０％の減少となっております。また、法

隆寺ｉセンターの２階にございます多目的ホールの利用回数は９２回で、前年

度比で約３９％の減少となっており、利用料につきましては、４万５千円で、

前年度比で約８６％の減少となっているところでございます。 

続きまして、３ページをお願いいたします。指定管理事業に係る収支につい
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てでございます。収入の部といたしましては、指定管理料、ｉセンター利用料

及び新型コロナウイルス感染症にかかる町からの感染症対策支援補助金を含

み、合計２，１８１万３千円で、支出の部につきましては、ⅰセンター及び観

光自動車駐車場を合わせて、合計１，８３１万３，８８７円となっておりま

す。収支差額は、３４９万９，１１３円で、補助金事業へ充当し、精算を行っ

ております。 

以上、簡単でございますが、令和２年度斑鳩の里観光案内所（法隆寺ｉセン

ター）及び斑鳩町観光自動車駐車場指定管理者事業報告の説明とさせていただ

きます。よろしくお願い申しあげます。 

 

報告が終わりましたので、質疑、ご意見があれば、お受けをいたします。 

  

（ な  し ） 

 

次に、（６）損害賠償の額の決定について、理事者の報告を求めます。  

猪川上下水道課長。 

 

それでは、各課報告事項（６）損害賠償の額の決定についてご報告申しあげ

ます。去る、令和３年３月２９日に神南５丁目１４の３６付近の交差点におき

まして発生しました、上下水道課の公用車と三室休日診療所の軽自動車との事

故につきまして、示談が成立いたしましたので、報告させていただきます。 

はじめに過失割合でございますが、道路の状況と左方優先が適用され、上下

水道課の車両が４割、三室休日診療所の車両が６割となっております。 

次に、損害の額でございますが、三室休日診療所の車両につきましては、そ

の車両を修理した場合の費用が５９万３，２９６円でありましたが、今回の事

故は物損事故でございますので、物損事故の賠償請求が車両の時価額を上限と

することから、損害額が３６万円となりまして、その額の４割であります１４

万４千円を上下水道課のほうから賠償金として支払うこととなっております。 

また、上下水道課の車両につきましても同様の算定方法によりまして、修理

費用が３９万７，７３１円でございましたので、時価額から、損害額は１４万
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９千円でありましたので、その６割でございます８万９，４００円が賠償金と

して支払われることとなっております。また、上下水道課の車両の修理費用か

ら、賠償額を差し引きしました３０万８，３３１円につきましては、加入して

おります車両共済金から支払われることとなっておりますので、修理費用に要

する費用につきましては、一時的に支払いはございますが、全額、保険によっ

て賄われることとなっておりますので、下水道事業会計による負担はございま

せんので、すみやかに対応してまいりたいと考えております。 

なお、損害賠償の額が１００万円未満でございましたので、斑鳩町下水道事

業の設置等に関する条例第６条によりまして、担当常任委員会でのご報告とさ

せていただきますので、よろしくお願い申しあげる次第でございます。 

以上、公用車事故の損害賠償額の決定についての報告とさせていただきま

す。 

    

報告が終わりましたので、質疑、ご意見があれば、お受けいたします。 

 

（ な  し ） 

 

ほかに、理事者側から何か報告しておくことはございませんか。 

本庄都市創生課長。 

 

都市創生課の方から１点、報告事項がございます。 

その前に、先ほどご質問いただきました地域振興券の事務費の割合というこ

とで、まずはご報告させていただきます。昨年度に行いました第１弾のクーポ

ン券でございます、総事業費が３，３３３万３５９円、事務費が２２５万２，

７５９円、事務費の割合は６．８％となっております。次に第２弾のクーポン

券でございます、総事業費が１億４，４２８万６，７８０円、事務費が７５２

万４，１８０円で事務費の割合は１６．９％となったところでございます。 

今回の地域振興券の関係でございます。予算ベースで申しあげますと、補正

予算の要求額が８，８２２万円、事務費が８４２万円ということで、事務費の

割合は９．５％と、このようになっているところでございます。 
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わかりました。けっこうです。 

 

本庄都市創生課長。 

 

続きまして、都市創生課から、聖徳太子１４００年御遠忌事業につきまして

のご報告でございます。聖徳太子１４００年御遠忌事業として、２０２１年３

月の２１日に予定しておりました「和のあかり」、また４月の１０日に予定し

ておりました金剛流の能楽公演につきましては、新型コロナウイルス感染症の

感染状況を鑑み、延期としておったところでございます。本日は、延期後の実

施内容等の予定につきまして、ご報告をさせていただきます。 

まず、金剛流の能楽公演についてでございます。開催日は、令和３年９月の

２２日の水曜日、開催時間は、午後６時から８時３０分までといたします。開

催場所は、法隆寺様のご協力を賜り、当初の予定と同じく中門前に舞台を設営

してまいります。公演の演目につきましては、斑鳩の里が発祥とされる金剛流

の宗家によります、能楽 井筒、狂言の口真似、半能 春日龍神を予定をしてお

ります。また、観覧募集人数につきましては、３５０名を予定しておりまし

て、応募多数の場合は、抽選とさせていただく予定としております。 

次に、「和のあかり」についてでございます。開催日は、令和３年１１月の

６日、土曜日と７日、日曜日の２日間、開催時間は、午前１０時から午後８時

までといたします。開催場所は、同じく法隆寺様のご協力を賜り、南大門前及

び法隆寺参道、また法隆寺ｉセンターを予定しております。実施内容につきま

しては、和のあかりを灯し、聖徳太子がとなえた和を以て貴しと為すの心を想

い、聖徳太子を町全体で偲ぶことを目的として、現在、調整中ではあります

が、聖徳太子関連の展示やＰＲ等を行ってまいりたいと考えております。 

なお、和のあかりの同日には、奈良県におきまして、文化を基盤とした地域

活性化と、奈良県への来訪者数の増加を図るため、法隆寺を会場として、聖徳

太子ゆかりの伝統芸能を披露する聖徳太子没後１４００年事業の中核イベント

を実施される予定とされております。現時点では、実施内容は決定していない

とのことで確認をとっておりますが、当町の「和のあかり」と同時に開催する

ことで、法隆寺かいわいの賑わいと聖徳太子１４００年御遠忌の機運の醸成に
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つながるものと考えております。 

周知につきましては、町広報誌及びホームページ、県民だよりなどに加え、

様々なＳＮＳを活用し、幅広く周知していく予定をしております。 

なお、新型コロナウイルス感染症の感染状況等を鑑み、開催の是非につきま

しては、柔軟に対応してまいりたいと考えておりますので、ご理解とご協力を

賜りますようよろしくお願いを申しあげます。 

以上、聖徳太子１４００年御遠忌事業についてのご報告といたします。 

よろしくお願い申しあげます。 

 

報告が終わりましたので、質疑、ご意見があれば、お受けいたします。 

 

（ な  し ） 

 

ほかにございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

ないようですので、これをもって、各課報告事項については終わります。 

次に、４．その他について、各委員さんから質疑・ご意見等がありましたら

お受けいたします。 木澤委員。 

 

先日、住民さんからお電話いただいたんでけども、今、藤ノ木古墳の周辺

に、ここ２，３年で特に家が建ってきているということで、なんとか周辺の景

観を守れないかということでご相談をいただきまして、できれば議会でもそう

いう声を取り上げてほしいということでお願いされてまして、ちょっとお聞き

したいんですけども、今、あそこの藤ノ木古墳の周辺ですね、エリア的にどう

いう位置付けになっているんでしょうかね。 

 

本庄都市創生課長。 
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地域地区といたしましては、市街化区域の第一種低層住居専用地域となって

おります。また、第三種風致地区の規制がかかっておりまして、建ぺい率４

０％、緑地率２０％、高さ制限１０ｍ、さらには道路後退距離２ｍ、外壁後退

距離１ｍとなっております。また建物、建築物に関してましては勾配屋根でご

ざいましたりとか、瓦屋根、また外壁の色等々について一定の規制がかかって

いる地域ということでご認識いただければと、このように思います。 

 

一定の規制というんですかね、風致のエリアではあるということですね。あ

と住宅が建っていっているという状況なんですけども、今、北側のほうはまだ

住宅が建っていない部分があるんですけど、そこについては今、状況としては

どうですかね。 

 

今、おっしゃっていただいている藤ノ木古墳から突きあたりいきまして、北

側につきましては、市街化調整区域とこのようになっております。 

 

暫時休憩いたします。 

 

（ 午前９時５０分 休憩 ） 

（ 午前９時５１分 再開 ） 

 

再開いたします。 

本庄都市創生課長。 

 

申し訳ございません。先ほどの「市街化調整区域」といったのは誤りでござ

いましたので、訂正させていただきます。「市街化区域」というふうになって

おりますので、よろしくお願いいたします。 

 

木澤委員。 

 

私の聞き方も悪かったのかもわかりませんけど、ちょうど藤ノ木古墳の隣接
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している北側ですね、先日見に行きますと、地質調査みたいなのをやってはっ

たんですけども、そこはもう開発申請は出ているんでしょうか。 

 

こちらのほうは、開発の申請が出ておりまして、先般２月には事前協議完

了、また申請のほうも出ているという状況でございます。 

 

住民の方からはなんとか景観を守れないかということでご相談をいただいた

んですけども、今、そういう状況の中で、今後、町として景観を守っていくと

いうことで、どんなことができるのかなと思っていたんですけれども、今すぐ

に答えるのは難しいかもしれませんけども、何かできることがあったら協力で

きないかなと思うんですけども、町として、あそこの地域についての、当然、

総合計画なり、マスタープランなんかでも位置づけはされてますけども、今

後、景観を守るためにしていけるような方策があるのか、今すぐに答えられな

かったらあれですけど、一応、見解お尋ねしておきたいと思います。 

 

当該地域につきましては、先ほど申しあげました風致地区でございましたり

とか、建物等々についても一定の私権を制限をするような形でまちなみにご協

力をいただくというようなことで、規制をかけさせていただいている地域でご

ざいますので、現状、規制の更なる強くかけるというようなことは現状難しい

のではないかなと、このように認識をしているところでございます。 

 

町としてできることには限りはあると思うんですけども、一応住民の皆さん

から、やはりあそこの藤ノ木古墳の周辺も含めて景観を守っていきたいという

声がありますので、その声についてはちょっと紹介させていただいて、私のほ

うでもですね、何かできることがないか今後検討していきたいと思いますの

で、その件については認識いただきますようにお願いをしておきます。 

 

他にございませんか。 

 

（ な  し ） 
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ないようですので、その他についてはこれをもって終わります。 

次に、継続審査について、お諮りいたします。 

お手元に配布しております申出書のとおり、当委員会として引き続き調査を

要するものとして、このように決定することにご異議ございませんか。 

 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。 

議長におかれましては、継続審査の手続きをとっていただきますよう、よろ

しくお取り計らいをお願いいたします。 

以上をもちまして、本日の審査案件についてはすべて終了いたしました。 

なお、本日の委員会報告のまとめについては、正副委員長にご一任いただき

たいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。 

それでは、閉会にあたり、町長の挨拶をお受けいたします。 

中西町長。 

 

（ 町長挨拶 ） 

 

これをもって、建設水道常任委員会を閉会いたします。 

お疲れ様でした。 

 

（ 午前９時５６分 閉会 ） 

 


